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平成２３年度 滋賀県精神科救急 調整員・調査員採用選考 受験案内

（平成２４年４月１日採用予定）

○ 面接選考期日

平成２４年２月１７日（金）午後６時００分から午後８時まで

○ 面接場所 滋賀県立精神保健福祉センター

○ 受付場所・期間

・滋賀県内、京都西陣、京都七条のハローワーク窓口

・滋賀県立精神保健福祉センター

・いずれも、平成２４年１月２５日（水）～平成２４年２月１５日（水）

○問い合わせ先

滋賀県立精神保健福祉センター 田口・森井

草津市笠山八丁目４－２５

電話 （０７７）５６７－５０１０

１ 試験区分および採用予定人員

① 精神科救急調整員（非常勤嘱託） ３人程度

② 精神科救急調査員（非常勤嘱託） ３人程度

２ 受験資格

・保健師

・精神保健福祉士

・病院・診療所の精神科に勤務歴のある看護師、准看護師のいずれか

３ 職務内容

①精神科救急調整員

・精神保健福祉法第２４条に基づく警察官通報の受理

・県民からの精神科救急医療電話相談の対応

（平日：午後６時３０分から午後９時３０分、土曜日・日曜日・休日：

午前９時３０分から午前１２時、午後０時４５分から午後４時）

・警察署、消防署、医療機関からの救急医療電話相談の対応など

②精神科救急調査員

・精神保健福祉法第２４条通報（警察官通報）に基づく出動・事前調査

・（緊急）措置診察が必要な場合の病院への「移送」 (※１)

・（緊急）措置診察時の告知および立会など
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（※１）移送は原則委託業者の車両（運転手１名のみ）を利用します。

移送については警察官の協力を求めています。

出動は、支援員（警察官ＯＢ）の運転する公用車を利用します。

４ 勤務の条件

（１）雇用期間

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日

※ ただし、４回を限度に更新することがあります。

（２）勤務先

精神保健福祉センター

（３）勤務日および勤務時間

①精神科救急調整員

ア．原則として下記ａ、ｂ、ｃ、ｄのいづれかにより週１回程度勤務

ａ．月曜日または火曜日（平日の場合）

午後６時から午後１０時（休憩時間はなし）

ｂ．水曜日の場合（平日の場合）

午後６時から翌日午前９時（休憩１時間）

ｃ．土曜日、祝日（以下、年末年始を含む。）の日勤の場合

午前８時３０分から午後５時３０分（休憩１時間）

ｄ．土曜日、祝日の夜勤の場合

午後５時１５分から翌日午前９時（休憩１時間）

イ． 隔週勤務もしくは週ごとの勤務曜日の変更等の相談には応じますが、

当方で他の勤務者との調整ができる場合のみ可能とします。

ウ． ａ、ｂ、ｃまたはｄの勤務形態で各１名程度の採用を予定しています。

エ． 勤務する曜日は、要相談となります。

オ． 勤務時間等については、変更する場合があります。

②精神科救急調査員

ア．下記ａ、ｂにより月３回程度勤務

ａ 土曜日、日曜日、祝日の昼間

午前８時３０分から午後５時１５分

ｂ 土曜日、日曜日、祝日の夜間

午後５時１５分から翌日午前８時３０分

（但し、午後１１時から午前８時３０分までは宿直とし、

出動がない限り、仮眠室で休憩となります。）

イ．勤務する曜日、時間帯は、要相談となります。

ウ．出動業務が発生した場合、アの時間を超えて勤務することがあります。
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（４）報酬等

・ 時間給を支給します。（詳細は、下記参照）

・ 県規定に基づき、通勤に要する費用を支給します（上限なし）。

・ その他の手当はありません。

①精神科救急調整員

・ 時給 ２，１８０円

（但し、午後１０時から午前５時の間は、時給 ２，６１０円）

［参考試算］勤務１回当たりの報酬見込（税込）

○月曜日・火曜日（平日）の場合

＠２，１８０円×４時間 ＝ ８，７２０円

○その他の曜日（平日）・祝日の夜勤の場合

＠２，１８０円×８時間＋＠２，６１０円×６時間

＝ ３３，１００円

○土曜日、祝日の日勤の場合

＠２，１８０円×８時間 ＝ １７，４４０円

②精神科救急調査員

・ 時給 ２，１８０円

（但し、午後１０時から午後１１時の間は、２，６１０円）

・午後１１時から午前８時３０分については、宿直業務となるので、時給

でなく宿直手当（６，４００円）を支給します。

・宿直時間帯に出動業務が起こった場合、原則宿直手当の他に午後１１時

から午前５時の間は、時給２，６１０円、午前５時から午前８時３０分

の間は時給２，１８０円を支給します。

［参考試算］勤務１回（夜間の場合）当たりの時給見込（税込）

出動がない場合には、

＠２，１８０円×５時間＋＠２，６１０円×１時間＋６，４００円

＝ １９，９１０円

・勤務時間帯を超えた出動業務についても、時給の対象となります。

５ 面接選考

（１）日時および場所

日時：平成２４年２月１７日（金）午後６時００分から午後８時

場所：精神保健福祉センター

（２）持参書類

履歴書（滋賀県指定、写真貼付）１部、資格・免許のコピー１部

（３）専門職としての知識、技能ならびに公務遂行能力等について面接選考を行い

ます。また、実際に勤務可能な曜日・時間帯等について確認を行います。
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（４）合否の結果については、２月２２日（水）までに、合格者のみに電話連絡し

ます。概ね一週間内に、すべての受験者に文書で通知します。

６ 受付場所

（１）滋賀県内および京都西陣・七条のハローワーク窓口で求職手続きを行う。

（２）精神保健福祉センターの下記連絡先に電話にて申し込みを行う。

７ 受付期間

上記６（１）（２）ともに、平成２４年１月２５日（水）～同年２月１５日（水）

８ 連絡先（問い合わせ）

滋賀県立精神保健福祉センター 田口・森井

草津市笠山八丁目４－２５

電話 （０７７）５６７－５０１０


